
 板橋区中国残留邦人等自立支援通訳派遣事業実施要綱 

 

（平成 20 年 9 月 26 日区長決定） 

（平成 21 年 3 月 31 日一部改正） 

                       （平成 24 年 12 月 28 日一部改正） 

（平成 26 年 3 月 31 日一部改正） 

（平成 26 年 10 月 1 日一部改正） 

（平成 31 年 4 月 1 日一部改正） 

（令和 3 年 4 月 1 日一部改正） 

（令和 8 年 4 月 1 日一部改正） 

（目的） 

第１条 板橋区中国残留邦人等自立支援通訳派遣事業（以下「本事業」という。）は、

永住帰国した中国残留邦人等が長期にわたって帰国がかなわず帰国後も言葉、生活

習慣等の相違から、地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している現状を

踏まえ、中国残留邦人等に対して、医療機関や公共機関等必要な場面に自立支援通

訳（以下「通訳員」という。）を派遣し、地域社会で安定した生活が送れるよう支援

することを目的とする。 

（派遣対象者） 

第２条 本事業の対象者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律（平成６年厚生省令第 30 号。

以下「法」という。）第２条１項に規定する者及びその配偶者並びに法施行規則（平

成６年厚生省令第 63 号）第 10 条に規定する親族等で、法第２条４項に規定する目

的により永住帰国した者（以下「対象者」とする。）とする。 

（事業内容） 

第３条 対象者に対し、医療機関、介護保険施設等の入退院・入退所時、医療機関等

の受診時、介護サービスの利用時、公的機関への手続き時、学校での生活・進学等

相談時、その他区長が必要と認める場合に通訳員を派遣する。 

（通訳員の登録） 

第４条 自立支援通訳を行う者は、事前に区長に申請し、板橋区中国残留邦人等自立

支援通訳員としての登録を受けることとし、登録には、以下の要件をすべて満たす

こととする。 

(1) 中国語と日本語との通訳の能力を有すると認められること。 

(2) 中国残留邦人等の援護に関し、理解と熱意を有すること。 

(3) 心身ともに健全であること。 

２ 区長は、通訳員の登録をしたときは、板橋区中国残留邦人等自立支援通訳員登録

証（第１号様式）を交付するとともに、自立支援通訳員登録台帳（第２号様式）を



整備すること。 

（事業の実施）  

第５条 通訳員の派遣を希望する者は、派遣を希望する 3 日前までに自立支援通訳派

遣申請書（第３号様式）により、区長に申請しなければならない。 

２ 通訳員の派遣は世帯員 1 名につき月 2 回までとする。 

３ 派遣人数は 1 件につき 1 名とし、1 回 3 時間以内とする。 

４ 区長は、派遣の日時及び内容を確認し、通訳員の承諾を得て、派遣の実施を決定

する。 

５ 通訳員の謝礼は次のとおりとする。 

(1)  派遣 1 回につき 4,680 円（移動を含めた活動時間が 3 時間を超えた場合は 9,360

円）とする。 

 (2) 活動に伴う交通費の実費は全額支給する。 

６ 区長は、第４項の決定後、通訳員にその旨を通知する。 

７ 通訳員は、第４項で決定した通訳業務を履行した後、自立支援通訳実施報告書（第

４号様式）及び自立支援通訳員活動状況報告書（第４－２号様式）により、報告を

する。 

８ 前項の報告は 1 月分をまとめて翌月 10 日までに区長に提出するものとする。 

９ 区長は、前項の報告があったときは、内容を審査のうえ、第５項に定める謝礼等

を支払うものとする。 

（留意事項） 

第６条 通訳員は業務の遂行に当たっては、個人の人格を尊重し、誠実に行わなけれ

ばならない。 

また、通訳員は、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。本職務終了後

も同様とする。 

（担当） 

第７条 この要綱に関する事務は、福祉部福祉総務課が担当する。 

（委任） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、福祉

部長が定める。 

  付 則 

この要綱は、平成 20 年 10 月 1 日から施行する。 

 付 則 

この要綱の一部改正は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 付 則 

この要綱の一部改正は、平成 25 年 1 月 1 日から施行する。 

 



 

付 則 

この要綱の一部改正は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 付 則 

この要綱の一部改正は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

 付 則 

この要綱の一部改正は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 付 則 

この要綱の一部改正は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

この要綱の一部改正は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 


